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 次世代育成支援においては、男性の育児休業取得の促進が大きな課題になっています。厚生労働省の委託事業

「イクメンプロジェクト」では、育児・介護休業法が改正されたことを受け、７月６日(火)にオンラインで、男

性の育児休業取得の促進について解説するセミナーを開催いたします。今回はこのセミナーをご紹介いたします。 

 

 男性育児休業取得促進オンラインセミナー 

 今回のセミナーは、企業の人事労務担当者や経営者などを対象に、企業や団体が男性の育児休業取得にどう取

り組むべきか、分かりやすく解説するものです。 

 

 内容は次のとおりですが、法改正の内容を厚労省雇用環境・均等局職業生活両立課長から説明したあと、男性

の育児休業取得について企業・団体が留意すべき点などを、イクメンプロジェクト推進委員会委員などから解説

いたします。 

 

 

 

 

 



 

 

参加無料ですが、６月２９日までに事前申込みが必要です。 

 

 

 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「認定・認証の取得」などについて、ご要望をいただければ、次世

代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。お気軽にご連絡くだ

さい。                             神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 

セミナーに参加できない場合でも､当日の配信映像はアー

カイブ化し、イクメンプロジェクト公式ＨＰに掲載されるの

で、後日ご覧いただくことができます。 


